
令和 5年度運輸安全マネジメントに関する取り組み 

西東京観光バス株式会社 

 

安全方針 

１． 常に安全を最優先に、事業・サービスを推進します。 

２． 常に法令・規則をよく理解し、これを守り、誠実に事業に取り組みます。 

３． 常に安全管理体制をチェックし、その向上に努めます。 

 

 

１． 輸送の安全に関する基本方針 

・代表取締役は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内に 

おいて輸送の安全の確保に主導的な役割を果たすとともに、各営業所と密接に連携、協

力し、一丸となって輸送の安全向上に努めます。 

また、職場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえ

つつ、社員に対し輸送の安全が最も重要であるという意識を徹底させます。 

 

・輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善（Plan Do Check Act）を確実

に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行する

ことにより、絶えず輸送の安全の向上に努めます。また輸送の安全に関する情報につい

ては、積極的に公表します。 

 

２． 代表取締役及び役員、社員の安全にかかわる行動規範 

・安全に対して強い意識を持ち安全行動を確実に実践して無事故に努めます。 

・常に輸送の安全に関する法令及び関連する規定をよく理解し、基本動作を実践し推測 

に頼らず最も安全と思われる行動をとるように努めます。 

・健康起因事故防止のため、運転者の適正な健康管理を推進します。 

・情報は洩れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保します。 

・常に安全に対する問題意識を持ち、必要な変革を推進します。 

・事故・災害等が発生した時は、人命救助を最優先に行動し、速やかに安全適切な処置 

に努めます。 

 

３． 輸送の安全に関する重点施策 

・輸送の安全確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規定に定

められた事項を遵守します。 

・輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めます。 



・輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置または予防措置を講じます。 

・輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有し

ます。 

・輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを確実に実施し

ます。 

 

４． 自動車事故報告規則第 2条に規定する事故に関する統計 

・令和 4年度  ０件 

 

５． 輸送の安全に関する目標と達成状況 

  ☆令和 5年度の目標           ☆令和 4年度の達成状況 

 （１）重大事故発生件数  ０件      （１）重大事故発生件数  ０件 

 （２）有責事故発生件数  ０件      （２）有責事故発生件数  2件 

 （３）アルコール検知事案 ０件      （３）アルコール検知事案 ０件 

 

６． 令和 5年度の輸送の安全に関する計画 

 ・安全スローガンの設定 

 ・運輸安全マネジメント会議の開催（年 1回） 

 ・社長はじめ役員による巡回指導の実施（月 1回） 

 ・運行管理者会議の開催（月 1回） 

 ・飲酒運転防止対策委員会を開催し、飲酒運転撲滅への取り組み 

 ・ヒヤリハットの情報の収集、共有と事故防止への活用 

 ・自然災害に対する具体的な対応策の策定 

 

７． 輸送の安全に関する予算等の実績額 

 ・令和 4年度実績 

   安全輸送に関する設備費（車両購入・タイヤ・ドラレコ等含む） 100,000千円 

   従業員教育指導・健康管理に関する費用  786千円 

 

・令和 5年度予算 

   安全輸送に関する設備費（車両購入・タイヤ・ドラレコ等含む）  10,000千円 

従業員教育指導・健康管理に関する費用  1,000千円 

 

８． 事故・災害時における緊急連絡組織体制 

 ・別紙 「事故・災害における緊急連絡組織体制図」 

 



 

９． 輸送の安全に関する内部監査計画 

・安全管理規程第15条に基づき、令和4年度中に選任した監査員により各営業所監査を

実施し、指導･確認事項をチェックし後日、改善状況を点検します。 

 

 

１０． 安全統括管理者・安全管理規定 

 ・安全統括管理者 代表取締役  保 坂 潤 

 ・安全管理規定 別紙のとおり 

 

１１． 輸送の安全に関する教育及び研修の計画 

 ・別紙 「令和 5年度乗務員年間教育指導計画」 


